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三 重 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 八 年 三 月 十 七 日  

    三 重 県 知 事   一   見   勝   之    

三 重 県 規 則 第 七 号  

   三 重 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 三 重 県 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 一 年 三 重 県 規 則 第 五 十 九 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

第 九 号 様 式 の 七 を 次 の よ う に 改 め る 。  

規 則 

改   正   後  改   正   前  

（ 堅 ろ う な 広 告 物 等 の 基 準 ）  （ 堅 ろ う な 広 告 物 等 の 基 準 ）  

第 七 条  条 例 第 十 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 基 準

は 、 鉄 骨 造 り 、 石 造 り そ の 他 耐 久 性 能 を 有 す る 構 造 に

よ り 築 造 さ れ た 広 告 板 、 広 告 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す る

も の で 、 か つ 、 建 築 基 準 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 六 条 の 二 第 一

項 の 規 定 に よ る 確 認 を 受 け た も の 又 は 同 法 の 基 準 に

準 じ て 建 築 士 が 安 全 性 を 認 め た も の と す る 。  

第 七 条  条 例 第 十 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 基 準

は 、 鉄 骨 造 り 、 石 造 り そ の 他 耐 久 性 能 を 有 す る 構 造 に

よ り 築 造 さ れ た 広 告 板 、 広 告 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す る

も の で 、 か つ 、 建 築 基 準 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 建 築 主 事

の 確 認 を 受 け た も の 、 同 法 第 八 十 八 条 第 一 項 に お い て

準 用 す る 同 法 第 六 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 同 法

第 七 十 七 条 の 二 十 一 第 一 項 の 指 定 確 認 検 査 機 関 の 確

認 を 受 け た も の 又 は 同 法 の 基 準 に 準 じ て 建 築 士 が 安

全 性 を 認 め た も の と す る 。  
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